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ここ20年弱の地域福祉の動向
～地域包括ケアシステムから地域共生社会へ～

平成２０年？月 「地域包括ケア研究会報告書」 地域包括ケアシステムの定義

平成２４年12月 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関

する法律 法律上初めて「地域包括ケアシステム」という名称が

使用される。

平成２５年６月 地域包括ケアシステムについて（厚生労働省）

平成２６年６月 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法

律 法律上に地域包括ケアシステムを定義

平成２７年４月 生活困窮者自立支援制度施行

相談者個人の複合的なニーズに対応する包括的な支援制度と

して開始
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平成２７年９月  新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン公表（厚生労働省）
 ①分野を問わない包括的な相談支援の実施
 ②生産性の向上と効率的なサービス提供体制の確立
 ③総合的な福祉人材の確保・育成

平成２８年４月 社会福祉法人改革（社会福祉法人の公益的取り組みを強化）

平成２８年６月 「ニッポン一億総活躍プラン」において地域共生社会の実現が
盛り込まれる

平成２８年８月 我が事・丸ごと地域共生社会実現本部を設置（厚生労働省）

平成２９年５月 社会福祉法の改正案の可決・成立（H30.4.1施行）

平成２９年１２月 地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について
（厚生労働省通知）の公表

令和元年１２月  「地域共生社会推進検討会」最終とりまとめ

令和２年６月 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律
社会福祉法上に「共生する地域社会」という表現を初めて記述
「重層的支援体制整備事業」の位置づけ 3

※地域包括ケアシステム⇒地域共生社会へ
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厚生労働省：「地域包括ケアの深化、地域共生社会の実現」2016年7月15日より



厚生労働省HPより



地域共生社会の重層的構造
（大石作成）

地域住民の助け合いシステム

ニーズキャッチシステム
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先進的な地域共生社会
（地域福祉システム）の例

例１）長野県茅野市は先駆的に「保健福祉サービス
センター」を市内４か所に設置

※これは国の「地域包括支援センター」のモデルと
なった実践です。

「福祉のまちづくり」の効果としては、市民生活安心
度、満足度の向上はもちろん、特に１人あたりの老
人医療費が県平均、全国平均より大きく削減できた。
（全国）778,958

（長野県）634,990

（茅野市）559,580 平成16年度
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保健福祉サービス
センターの役割

• ホームヘルプサービスや
デイサービスの拠点

• 保健活動（健康学習・健
康相談を含む）の拠点

• 地域住民の皆さんによる
支え合い活動の支援と連
絡調整

• 福祉教育や生涯学習など
の計画的推進

• 地域の保健福祉関係者の
ネットワーク構築

• 地域包括センター（サブ
センター機能）

• 総合相談支援及び権利擁
護、成年後見

• 夜間、土日祝日、年末年
始の保健福祉に関する相
談の電話対応

9茅野市HPより
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那須塩原市地域住民助け合い事業
http://ns-shakyou.jp/about-fukushi-katsudou/chiiki-tasukeai-jigyou/

例２）栃木県那須塩原市の事例



http://ns-shakyou.jp/about-fukushi-katsudou/chiiki-tasukeai-jigyou/



那須塩原市の
「地域住民助け合い事業」の効果

事例①妻を亡くし、一人暮らしになった男性宅がゴミ屋敷になりか
かっていたところを、見守り隊員が発見し、専門機関につないで、
早期対応できたケース

事例②買い物が困難な一人暮らし高齢者を地域住民が見守り、症
状悪化にともなって、スムーズに専門機関につなげることができた
ケース

人々の助け合い、見守りを組織化することで、早期発見、早期対
応が可能に。今後、インフォーマルケアが充実すれば、病院からの
早期治療、早期退院も可能になってくるのでは。





にしなすケアネットのシンキョウギタイ
https://www.facebook.com/p/%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%99%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%8D%E3%83%83%

E3%83%88-100066815154473/?locale=ja_JP
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にしなすケアネット記念冊子（2021）

http://ns-shakyou.jp/structure/wp-content/uploads/r2nishinasukeanet-.pdf

５０回記念誌（2025）

http://ns-shakyou.jp/structure/wp-content/uploads/NCN50.pdf
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地域共生社会におけるソーシャルワーカーの現状と課題
～栃木県内重層的支援体制整備事業実施自治体と
基幹型地域包括支援センターに焦点をあてて～

○大石剛史（東北福祉大学）宮城県社会福祉士会（10395）
飯島惠子（27985・栃木県社会福祉士会）、上野晃司（29294・栃木県社会福祉士会）、
豊田喜代司（54791・栃木県社会福祉士会）、穂積英男（61426・栃木県社会福祉士会）

松永千惠子（12212・栃木県社会福祉士会）
稲見聡（栃木県精神保健福祉士協会）、鈴木寿弥（栃木県精神保健福祉士協会）
野口悦紀（栃木県精神保健福祉士協会）、渡辺修宏（栃木県精神保健福祉士協会）
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＜総合的な考察＞

まだ重層を実施していない基幹型包括と、重層実施自治体のソー
シャルワーカーでは、包括的な支援の実施の相対的な程度に応じ
て、地域共生社会のイメージや実際の支援の取り組み、課題の認
識について相応の相違がみられた。

総じて示唆されたのは、地域共生社会に取り組む各関係者の「規
範的統合」の重要性、それに基づく適切な連携・役割分担の必要性、
必要な人的資源、社会資源、財源の確保の必要性、包括的な支援
を担いえるソーシャルワーカー自身の専門性の向上の必要性など
である。
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包括的支援体制を
多機関連携（チーム）でどう実現するか？

相談支援包括化推進員が結局すべてのケースを抱える？

結局のところ、それでは、包括的支援体制チームが出来ていま
せん。

「断らない相談支援」は相談支援コーディネーターだけが行うの
ではなく、「総合相談支援体制（チーム）」で行う必要があります。

地域包括ケアシステムの理論的基盤を検討した筒井孝子は、
地域包括ケアシステムの実現に特に重要なのは、「規範的統合」
であると述べています。規範的統合とは、システムのステークホ
ルダー（利害関係者）が、共通の価値観、目的意識を共有するこ
とです。



統合の種類 統合的プロセスの説明
１．システム的統合 政策，ルール，そして規制のフレームワークの協調と提携

例：病院外の協調的ケアを推し進める政策，多様化する（サービス）
提供者の中核の形成，国による刺激策（インセンティブ）の開発，ま
たは医療の必要性があるコストの高いケアを代替するパフォーマン
スを鑑みたケア

２．規範的統合 組織，専門家集団，個人の間で価値観，文化，視点の共有

例：統合のための共通目的の設置，コミュニケーションの差異に生じ
るギャップを解明し対応する．現地でのイベントを通した臨床的関係
と信頼の構築，またはサービス使用者やより広いコミュニティと関係
をもつための視点の共有

３．組織的統合 組織間での構造，統治システム，関係の協調
例：資金のプールやPBC（業務歩合制）といった公的・私的な契約的・

協調的取り決め．または，プライマリケア連合や地方の臨床的パート
ナーシップといった協調型組織の形成

４．管理的統合 事務管理業務，予算，財政システムの構築
例：説明責任方法，資金提供，情報システムの共有

５．臨床的統合 情報とサービスの協調，または患者のケアを統合し，一つの過程に
まとめる

例：臨床的役割・ガイドライン・専門的教育の拡大．患者の意思決定
において患者の役割を明確にする

出典Sara shaw,Rebecca Rosen&Benedict Rumbold. Research
report overview of integrated care in the NHS : What is

integrated care? 2011, Nuffield Trust,8.（筒井孝子訳）



協働・連携関係を時間をかけて醸成する。

「規範的統合」は１回集まって話し合いをすればすぐに
できる、というようなものではありません。

前述した「協議の場」で、時間をかけた包括的支援体制
（地域共生社会」に取り組む人々の共通の意識の醸成が
必要です。

関係者（自治体、各種専門機関等）は、このような「規範
的統合」を図れる「協議の場」を意図的に関係者に働きか
けて、少しずつでもいいので作っていく必要があります。



重層的支援体制整備事業
交付金削減の背景にあるのは？
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指摘されている課題

①複雑・多様な支援ニーズが把握されていない自治体がある。

②ニーズは把握しているが、支援員等の配置に反映していない
自治体がある。

③定量的な目標設定をしていない自治体がほとんど。

→この結果、「支援実績」が曖昧であり、「支援実績」に応じた補
助金配分ができていない可能性が指摘されている。
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課題への対応策

①支援ニーズを把握する仕組みづくり

→見守り活動の組織化のプロセスと共に福祉マップ等を作成し
て、地域の支援ニーズをスクリーニングする必要性

②自治体後の支援システムや支援フローを明確にする必要性

→総合相談窓口や多職種連携の支援システム、

共通の支援ツールや、支援フローを明確にする

③定量的な目標設定を行う

→これを行うには、まず支援ニーズの把握（支援の必要量）を把
握する必要がある（①）。そのうえで、支援目標を設定する
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形だけの支援体制を超えて

地域共生社会の本来の目的

①縦割りを廃して、制度の狭間の人を確実に支援する。

②誰もが参加し、豊かなつながりの元で暮らせる地域をつくる

③孤立する人を無くし、本人が支援を拒否しても見守れる体

制をつくる

重層的支援体制整備事業はそのためのツールに過ぎず、事
業の実施が目的ではない。
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ご清聴ありがとうございました
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